
 

 

 

 

 

 

 

「食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会 地方意見交換会」の開催！ 

 食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会では、令和 5 年 7 月から 8 月に、全国 11 都市において

「食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会 地方意見交換会」を開催し、食料・農業・農村基本法の検証・

見直しに関する意見交換を行います。関東ブロックでは、以下のとおり行います。 

★議事：① 食料・農業・農村基本法の検証・見直しに関する中間取りまとめについて 

     ② 地域の関係者による意見陳述 

     ③ 意見交換 

★開催日程：令和 5 年 7 月 18 日（火曜日）、10 時 30 分から 12 時 30 分まで 

★開催場所：さいたま市さいたま新都心合同庁舎 2 号館 5 階共用大会議室 501 

※詳細については、農林水産省ホームページでご確認下さい。 
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/230622_16.html 

 

ディスカバー農山漁村（むら）の宝アワードの取組事例を募集中！！ 

農林水産省は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現を推進しています。「ディスカバー農

山漁村（むら）の宝」は、農山漁村の地域資源を引き出すことにより地域の活性化や所得向上に取り組んでい

る優良な事例を選定・発信し、他地域への波及を図る取組です。本年も、素晴らしい取組事例を募集します。 

また、第 10 回となる今年は、過去に選定された優良事例の中から、選定後に著しい発展性がみられ、全国

の模範となる取組も募集します。選定された地区には、選定証の授与を行うとともに、「ディスカバー農山漁

村（むら）の宝」特設 Web サイトでの活動の紹介などにより全国的に情報発信します。 

【募集内容及び資格】 

★応募期間：令和 5 年 6 月 16 日（金曜日）から令和 5 年 8 月 27 日（日曜日）まで 

★応募対象取組：団体を対象とした「団体部門」、個人を対象とした「個人部門」。 

① 美しく伝統ある農山漁村を次世代へ継承する取組 

② 幅広い分野・地域との連携により農林水産業・農山漁村を再生する取組 

   ③ 国内外の新たな需要に即した農林水産業を実現する取組 

★応募資格： 

① 上記取組を行っている団体及び個人とし、自薦、他薦は問いません。 

②「団体部門」と「個人部門」の重複応募は可能です。 

③ 過去に選定された団体及び個人は再応募できません。ただし、過去に 

選定された団体の構成員が「個人部門」で応募することは可能です。また、過去に地方版「ディスカ

バー農山漁村（むら）の宝」に選定された団体及び個人は再応募可能です。 

★選定方法： 

  応募資料をもとに有識者懇談会において総合的に審査し、30 地区程度を優良事例として選定します。 

さらに、その中から部門ごとに以下の優秀賞を選定し、表彰します。 

① 団体部門：所得向上や雇用創出の取組等を行っている団体(ビジネス・イノベーション部門)、関係 

者の連携による活動で地域に活力をもたらす取組等を行っている団体(コミュニティ・地産地消部門) 

② 個人部門：リーダー的な活躍をしている者等(個人部門) 

※応募方法の詳細は、URL（https://www.discovermuranotakara.com/sentei/）を御覧下さい。 
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 飯塚さんは、就農前、都内の人材派遣会社に勤務し、障害者の

雇用を担当していました。実家は、群馬県で農業（畜産、稲

作）を営んでおり、親から農業は継がなくてもいいと言われて

きましたが、会社で農福連携に取り組んだ際に、農業は IT化が

遅れていると感じ、IT化やスマート農業にチャレンジして、農

業を変革することによって世の中の役に立ちたいと思い就農し

ました。 

就農に当たっては、埼玉県農業会議の幹部である農業者のも

とで 1年間、その後、上里町の農業法人のもとで約半年間の研

修を受けました。研修中、栽培技術についてのアドバイスを受

けられるが、自立して営農しなければそのアドバイスが真に自

分のものにならないと思い、その旨を研修先の代表者に相談の

上、2022年６月に新規就農者の認定を受けて独立しました。そ

の後、同年 11月に農地中間管理機構から１ha（４ほ場）の農

地を借受け、たまねぎ 75a、青ねぎ 15aの生産を始めました。 

労働力は基本的に本人のみですが、苗の植付時は人手が足りないことから、生産会員となっ

ている研修先の農業法人から従業員を派遣してもらっています。この研修を受けた農業法人と

のつながりは、経営や栽培技術の相談が気軽にできること、資材の共同購入や大型農業機械の

賃借などができ、大変助かっているとのことです。また、研修とは違い、自分が営農する中で

発生した課題等を相談できることに感謝していました。 

飯塚さんは、食は欠かせないものであり、農業は重要であること、生産者の高齢化や人手不

足が強調されて良くないイメージで捉えられているが、農業での IT化が進み、集約した大規模

な農地でスマート農業が実現されれば、農業はまだ伸び代が

あることから、就農する者も増えると考えています。このた

め、「今後、自らスマート農業を実践し、IT化等に取り組

み、農業の活性化につなげたい。また、農福連携は、農業者

にとっては労働人材の確保につながり、障害者にとっては就

労先が確保できることから、お互いにメリットのある取組だ

と思っている。将来的には、生産規模を拡大して、法人化

し、障害者の雇用を軸とした農福連携にも取り組みたい。」

と目標を話してくれました。 
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～農業のIT化、スマート農業に 

チャレンジ！ ～ 

いいづか としゆき 

飯塚 俊幸さん 
 

 
埼玉県児玉郡上里町で、農業の IT化、農業技術の見える化にチャレンジしながら、た

まねぎ、青ねぎを生産している飯塚俊幸さんを紹介します。 

収穫間近のたまねぎ畑 

 

 

飯塚 俊幸さん 

（農業法人の大型トラクタの

前で） 


